
令和７年度
徳島県小学校教育課程研究集会

小学校特別支援教育部会

徳島県立総合教育センター
特別支援・相談課



１０：４０～１１：５０
【部会Ⅱ】個々の課題（個別の指導計画）に応じた

自立活動の実践について〔協議・発表〕

本日の日程

９：３０～１０：３０ 開会、イントロダクション

【部会Ⅰ】特別支援教育教育課程等研究協議会より

１１：５０～１２：００
リフレクション、閉会

（休憩 １０分）



部会Ⅰ

特別支援教育教育課程等研究協議会より
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令和６年度令和５年度令和４年度

1,2331,2251,158知的障がい

212223肢体不自由

454549病弱・身体虚弱

332弱視

171614難聴

321言語障がい

1,1891,0951,068自閉症・情緒障がい

2,5112,4082,315計

特別支援学級在籍の児童数（徳島県・小学校）
徳島県教育委員会 特別支援教育課HP
「徳島の特別支援教育」より(毎年度５月１日現在

令和６年度令和５年度令和４年度

653556540通級による指導
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・ルールを守って、友だちと一緒に活動をすることができる。
・自分の気持ちや感情を自分で調整することができる。長期目標

・友だちと協力して掃除や係の仕事をすることができる。短期目標

項目具体的な指導内容

２－（２）
・清掃や係の仕事のしかたについて学習する。
・友だちと協力してできるゲームや、制作活動を行う。

自立活動の時間に
おける指導

（選定した項目）

指導場面

２－（１）
・スケールを使用した自分の気持ちを把握する方法を学習する。
・場面に応じた適切な行動について、ロールプレイで具体的に練習を行う。

３ー（４）
４－（４）

・友だちと協力して係活動や当番活動ができるよう見守り、周囲の状況を
知らせたり、状況の変化に応じた行動がとれるようことばをかける。（給食
掃除の時間）

教育活動
全体

自立活動に
関する指導
（選定した項
目） ４－（４）

・働くことの大切さや自分の役割を理解して、みんなのために役立とうと
する意欲を養う。（道徳、学級活動）

教科等

実 態

６ コミュニケーション５ 身体の動き４ 環境の把握３ 人間関係の形成２ 心理的な安定１ 健康の保持

□（１）コミュニケーショ
ンの基礎的能力に関す
ること

□（１）姿勢と運動・動
作の基本的技能に関す
ること

（１）保有する感覚の
活用に関すること

（１）他者とのかかわ
りの基礎に関すること

（１）情緒の安定に関
すること

□（１）生活のリズムや
生活習慣の形成に関す
ること

・注意を向けたり、指示
を聞いて動くことが難し
い。

・協力することが難しい
・しつこく関わり過ぎる
ことがある。

・落ち着かない。
・集団行動のペースに
合わず、癇癪を起こす。

・手洗いやマスク △
・野菜ぎらい
・時間内の食事△

□（２）言語の受容と表
出に関すること

□（２）姿勢保持と運
動・動作の補助的手段
の活用に関すること

□（２）感覚や認知の
特性についての理解と
対応に関すること

（２）他者の意図や感
情の理解に関すること

（２）状況の理解と変
化への対応に関するこ
と

□（２）病気の状態の
理解と生活管理に関す
ること

・相手の話を受け入れ
ることが難しい。

・相手の気持ちを考え
て行動することが難し
い。

・順番が待てず、いらい
らすることが多い。

□（３）言語の形成と活
用に関すること

□（３）日常生活に必
要な基本動作に関する
こと

□（３）感覚の補助及
び代行手段の活用に
関すること

（３）自己の理解と行
動の調整に関すること

（３）障がいによる学
習上又は生活上の困
難を改善・克服する意
欲に関すること

□（３）身体各部の状
態の理解と養護に関す
ること

・乱暴な言葉遣いをす
ることが多い。

・学習用具をていねい
に使えない。

・衝動的な行動
・同じ注意を受けること
が多い。

・改善しようとする意欲
があまり見られない。

□（４）コミュニケーショ
ン手段の選択と活用に
関すること

□（４）身体の移動能
力に関すること

（４）感覚を総合的に
活用した周囲の状況に
ついての把握と状況に
応じた行動に関すること

（４）集団への参加の
基礎に関すること

□（４）障がいの特性
の理解と生活環境の調
整に関すること

・係の仕事など、今やる
べきことが分からない。
・持ち物の管理や整理
整とんが難しい。

・ルールが守れない。
・場の状況に合った行
動をすることが難しい。

□（５）状況に応じたコ
ミュニケーションに関す
ること

□（５）作業に必要な動
作と円滑な遂行に関す
ること

（５）認知や行動の手
掛かりとなる概念の形
成に関すること

□（５）健康状態の維
持・改善に関すること

・人の話に割り込んだり、
相手の話を最後まで聞
かず話し始めることが
多い。

・飽きやすい。・場面や状況に合わな
い行動をすることが多
い。

自分や相手の気持ちを大切にして行動したり、自分の役割を果たしたりすることができる。中心的な課題

参考例
自立活動の内容を
設定するための流れ図シート

使い方
１ 区分項目の欄に実態を記入する。
２ 特に中心的な課題を選出。
３ 目標を立てる。
４ 指導内容を考える。

↑２０ページに詳しく載っています！
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P.１９～ 参考例



P.２１
参考例
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通級による指導の現状
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【小学校学習指導要領 第１章第４の２の（１）のウ】

通級による指導における特別の教育課程

ウ 障害のある児童に対して、通級による指導を行い、特別の教育課程を編成する

場合には、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第７章に示す自立活動の

内容を参考とし、具体的な目標や内容を定め、指導を行うものとする。その際、効

果的な指導が行われるよう、各教科等と通級による指導との関連を図るなど、

教師間の連携に努めるものとする。

※中学校学習指導要領（第１章第４の２の（１）のウ）

高等学校学習指導要領（第１章総則第５款２（１）イ）

45

障がいのある児童生徒などへの指導

☆自立活動の指導に当たっては、個々の児童及び生徒の障害の状態や特性及び心身の発
達の段階等の的確な把握に基づき、指導すべき課題を明確にし、指導目標及び指導内
容を設定するものである。

☆自立活動の指導は、各教科等において育まれる資質・能力を支える役割を担っているも
のであり、通級による指導の効果が、通常の学級においても波及することを目指していく
ことが重要である。

令和６年度特別支援教育教育課程等研究協議会資料

自立活動における個別の指導計画の作成と活用の充実が求められる
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障害のある子供の教育支援の手引

「通級による指導」の充実

（１）入級を決定するまでの流れ
（２）特別の教育課程の編成
（３）個別の教育支援計画を活用した情報

の引継ぎ



自立活動の個別の指導計画の作成～指導目標の設定～

特別支援学校小学部・中学部指導要領（第７章 第３の２の（２））

（２）児童又は生徒の実態把握に基づいて得られた指導すべき課題相互の関連を検討すること。

その際、これまでの学習状況や将来の可能性を見通しながら、長期的及び短期的な観点か

ら指導目標を設定し、それらを達成するために必要な指導内容を段階的に取り上げること。
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自立活動の個別の指導計画の作成
～実態把握から具体的な指導内容を設定するまでの流れ～

情報収集
収集した情報の整理
・自立活動の区分に即して
・学習上又は生活上の困難の視点で
・数年後の姿、将来の姿の観点から

実態把握

指導すべき課題の
整理

指導目標の設定

指導内容の設定

令和６年度特別支援教育教育課程等研究協議会資料

課題となることの抽出
課題同士の関連を整理
→中心的な課題を導き出す

長期的な目標
当面の短期的な目標

自立活動の内容６区分２７項目から必要な
項目を選定
選定した項目同士を関連付け
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徳島県立総合教育センター
特別支援・相談課Ｗｅｂページにもアクセスを！



部会Ⅱ

協議題：個々の課題（個別の指導計画）に応じた

自立活動の実践について〔協議・発表〕



２ 事例発表（協議）

３ まとめ・発表

１ 事例発表の説明・準備

１０：４０～１０：５０

１０：５０～１１：３０

１１：３０～１１：５０

個々の課題(個別の指導計画）に応じた

自立活動の実践について


